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史
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一 

は
じ
め
に 

『
古
事
記
』
に
は
開
化
天
皇
以
前
の
九
代
を
除
き
、
崇
神
か
ら
推

古
ま
で
の
二
十
四
代
の
天
皇
の
う
ち
、
十
六
代
の
崩
年
が
記
さ
れ
て

い
る
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
皇
の
崩
年
が
全
て
記
さ
れ
て
い
る
の

と
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
日
本
書
紀
』
の
紀
年
に

は
干
支
二
運(

一
二
〇
年)

の
延
年
操
作
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
信
用
し

得
な
い
の
に
対
し
て
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
は
「
倭
の
五
王
」
の
記

事
と
も
、
あ
る
程
度
の
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
年
代

定
点
と
し
て
明
治
以
降
重
視
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
が
「
一
次
史
料
」
で
あ
る
と
の
前

提
は
、
歴
史
学
の
基
本
か
ら
言
え
ば
自
明
で
は
な
く
、
ま
ず
検
証
し

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
一
次
史
料
」
の

意
味
は
、
『
古
事
記
』
編
纂
時
に
存
在
し
て
い
た
「
伝
承
」
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
正
し
い
年
代
」
を
示
し
て
い
る
か
否
か
の
問
題

で
は
な
い
。 

そ
も
そ
も
、
『
古
事
記
』
は
紀
年
に
は
無
関
心
な
書
で
あ
り
、
崩

年
が
分
註
の
形
で
、
し
か
も
特
定
の
天
皇
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
見
て
も
、
状
況
的
に
は
「
二
次
史
料
」
の
可
能
性
を
否
定
し

得
な
い
。
本
居
宣
長
も
崩
年
分
註
を
古
伝
と
し
て
重
視
し
な
が
ら
も

「
稗
田
老
翁
奈
が
誦
伝
へ
た
る
勅
語
の
旧
辞
に
は
非
じ
と
見
ゆ
」
と

し
て
削
除
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
以
降
の
研
究
史
に
お
い
て
、
崩
年

を
伝
承
一
次
史
料
と
し
て
取
扱
う
流
れ
が
あ
る
の
は
、
那
珂
通
世
に

続
き
、
修
史
局
学
派
の
星
野
恒
や
菅
政
友
が
、
書
紀
の
紀
年
に
代
え

て
古
事
記
崩
年
干
支
を
用
い
、
「
倭
の
五
王
」
の
比
定
に
大
き
な
成

果
を
挙
げ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
の
歴
史
学
の

「
史
料
批
判
」
の
原
則
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
「
倭
の
五
王
」
の
問
題

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
二
次
史
料
の
可
能
性
が
あ
る
と
も
言
え
る
の
で

あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
今
ま
で
に
も
、
歴
史
学
の
原
則
に
則
っ
て

｢

一
次
史
料
性｣
を
疑
い
、
論
拠
と
し
て
は
採
用
し
な
か
っ
た
研
究
者
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が
多
く
い
た
。 

久
米
邦
武
は
、
修
史
局
時
代
の
同
僚
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
紀
年

を
捨
て
、『
古
事
記
』
崩
年
干
支
を
復
活
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
史

学
の
尺
度
と
な
る
べ
き
に
非
ざ
る
」
と
完
全
に
退
け
て
し
ま
っ
て
い

る(

１)

。
ま
た
、
原
勝
郎
は
「
日
本
書
紀
紀
年
考
」
の
中
で
、
古
事

記
崩
年
干
支
が
『
宋
書
』
に
依
拠
し
て
成
立
し
た
と
し
て
「
仁
徳
の

崩
御
を
丁
卯
に
か
け
て
居
る
の
は
倭
王
珍
を
以
て
反
正
に
擬
し
、
其

即
位
の
年
を
宋
書
通
り
に
壬
申
に
か
け
、
そ
れ
か
ら
し
て
履
中
の
在

位
数
六
年
を
逆
算
し
て
得
た
」
と
示
し
た(

２)

。
前
田
直
典
も
、
戦

後
に
な
っ
て
『
古
事
記
』
崩
年
干
支
は
「
後
世
の
追
記
で
信
用
す
べ

き
で
な
い
」
と
断
じ
、
原
の
指
摘
に
賛
意
を
表
し
て
い
る(

３)

。 

し
か
し
、
古
事
記
崩
年
干
支
が
、
『
宋
書
』
等
に
依
拠
し
て
後
世

に
な
っ
て
作
ら
れ
た
「
二
次
史
料
」
で
あ
る
こ
と
を
、
学
術
的
に
検

証
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
論
理
的
に
は
循
環
論
法
に
な
り
や

す
い
テ
ー
マ
な
の
で
避
け
て
通
っ
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

『
古
事
記
』
の
崩
年
に
つ
い
て
注
意
深
く
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
一
次

史
料
性
を
疑
わ
せ
、
後
世
に
二
次
史
料
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
示
唆

す
る
状
況
も
か
な
り
あ
る
。 

そ
の
第
一
は
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
干
支
の
月
日
が
、
奇
妙
な
形

で
『
日
本
書
紀
』
の
「
別
の
天
皇
」
の
崩
年
月
日
に
一
致
す
る
場
合

が
十
三
件
中
八
件
、
一
日
違
い
が
三
件
も
あ
り
、
と
て
も
偶
然
と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
『
日
本
書
紀
』
の

「
他
の
天
皇
」
の
崩
年
月
日
を
流
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
な

の
で
あ
る
。 

そ
の
第
二
は
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
分
註
の
有
無
と
天
皇
の
在
位

期
間
の
「
対
外
交
渉
」
の
有
無
の
間
に
、
強
い
対
応
関
係
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
「
対
外
交
渉
」
と
い
う
の
は
、

渉
外
記
事
を
ほ
と
ん
ど
載
せ
な
い
『
古
事
記
』
で
は
な
く
、
『
日
本

書
紀
』
や
『
宋
書
』
、
『
三
国
史
記
』
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
対
外
交

渉
」
記
事
の
あ
る
天
皇
の
場
合
の
み
、
崩
年
干
支
が
記
載
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』
の
成
立
し
た
和
銅
六
年(

七
一
二
年)

に
は
、

一
一
四
五
年
の
『
三
国
史
記
』
は
も
と
よ
り
養
老
四
年(

七
二
〇
年)

の
『
日
本
書
紀
』
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
『
宋
書
』
な
ど
を
参

照
し
得
た
か
否
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
日

本
書
紀
』
の
編
纂
は
既
に
始
ま
っ
て
お
り
、
『
三
国
史
記
』
の
底
本

と
な
っ
た
『
百
済
記
』
な
ど
は
十
分
に
参
照
さ
れ
て
い
た
。
『
古
事

記
』
編
纂
者
な
ら
、
同
等
な
情
報
を
知
り
得
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
。

更
に
言
え
ば
、
も
し
『
古
事
記
』
の
崩
年
分
註
が
、
後
世
に
な
っ
て

か
ら
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
大
き
な
制
約
事
項

と
は
な
ら
な
い
。 

す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
「
推
論
」
を
示
す
な
ら
ば
、『
古
事
記
』

の
崩
年
、
特
に
「
倭
の
五
王
」
に
比
定
さ
れ
る
六
天
皇
の
崩
年
は
、

「
あ
る
時
点
」
に
お
い
て
『
日
本
書
紀
』
や
『
宋
書
』
、
そ
し
て
『(

原)
三
国
史
記
』
な
ど
の
情
報
を
参
照
し
得
た
な
ら
ば
、
か
な
り
正
確
に

算
出
で
き
る
の
で
あ
る
。 

本
報
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
「
倭
の
五
王
」
に
関
連
す
る
天
皇

の
『
古
事
記
』
崩
年
干
支
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
宋
書
』
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お
よ
び
『
三
国
史
記
』
の
渉
外
記
事
を
援
用
し
、
そ
の
復
元
過
程
を

推
測
し
、
崩
年
干
支
が
、
は
た
し
て
「
伝
承
一
次
史
料
」
と
言
え
る

か
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
立
場
か
ら
論
証
す
る
。 

 

二
、
日
本
書
紀
か
ら
流
用
さ
れ
た 

可
能
性
の
あ
る
崩
年
月
日 

『
日
本
書
紀
』
の
崩
年
月
日
は
干
支
に
よ
っ
て
「
八
月
庚
午
朔
丙

子
」
な
ど
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
朔
日
の
庚
午
は
干
支
の

七
番
目
、
日
付
の
丙
子
は
十
三
番
目
で
あ
り
、
丙
子
は
朔(

月
初)

か

ら
数
え
て
七
日
目
に
な
る
。
す
な
わ
ち
八
月
七
日
で
あ
る
。 

一
方
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
月
日
は
、
全
て
八
月
九
日
の
よ
う
に

直
接
数
字
で
示
さ
れ
て
い
る
。 

両
者
の
大
き
な
違
い
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
干
支
表
現
は
、
元
嘉

暦
に
し
て
も
儀
鳳
暦
に
し
て
も
、
各
年
各
月
の
朔
を
干
支
で
知
る
必

要
が
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
膨
大
な
暦
を
備
え
る
か
、
複
雑
な
計
算
を

経
な
い
と
求
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
数
字
の
月
日
は
、
暦
に
つ

い
て
の
知
識
を
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
干
支
を
用
い
て
月
日
を
表

示
し
て
い
る
例
は
、
推
古
天
皇
の
崩
年
月
日
の
み
で
「
三
月
十
五
日

癸
丑
日
崩
」
と
あ
る
。
し
か
も
、
「
癸
丑
」
が
正
し
い
な
ら
ば
三
月

十
五
日
は
誤
り
で
『
日
本
書
紀
』
の
崩
年
と
完
全
に
一
致
し
て
「
三

月
七
日
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
の
崩

年
は
、
暦
に
つ
い
て
習
熟
せ
ず
、
何
か
を
援
用
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
の
疑
い
が
あ
る
。 

そ
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
月
日
の
大

部
分
が
『
日
本
書
紀
』
の
「
別
の
天
皇
」
の
崩
年
月
日
と
一
致
、
ま

た
は
「
一
日
遅
れ
」
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
状
況
を
確
認

す
る
た
め
に
、
『
古
事
記
』
の
天
皇
崩
年
月
日
と
『
日
本
書
紀
』
の

「
他
の
天
皇
」
の
一
致
状
況
を
整
理
し
て
表
１
に
示
す
。 

表
１
に
よ
れ
ば
、
『
古
事
記
』
に
は
月
日
ま
で
示
さ
れ
た
崩
年
が

十
三
件
あ
る
。
そ
の
内
、
八
件
が
『
日
本
書
紀
』
に
載
る
三
十
八
件

の
「
他
の
天
皇
」
の
崩
年
月
日
（
分
布
の
明
細
を
表
１
の
下
欄
に
示

す
）
の
ど
れ
か
に
一
致
し
て
い
る
。
確
率
計
算
に
よ
れ
ば
、
八
件
が

一
致
す
る
の
は
約
二
千
分
の
一
で
あ
り(

４)

、
と
て
も
偶
然
と
は
考

え
難
い
。
し
か
も
、
『
日
本
書
紀
』
の
「
他
の
天
皇
」
の
崩
年
月
日

の
「
一
日
遅
れ
」
ま
で
対
象
に
す
れ
ば
、
十
三
件
の
内
十
一
件
ま
で

対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
外
は
二
件
に
過
ぎ
な
い
。 

更
に
奇
妙
な
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
の
崩
年
月
日
が
『
古
事
記
』

の
次
代
天
皇
の
崩
年
月
日
に
な
っ
て
い
る
の
が
二
件
、
次
々
代
天
皇

の
崩
年
月
日
に
な
っ
て
い
る
の
も
一
件
あ
る
。 

崩
月
日 

 
 
 

 

日
本
書
紀 

 
 

 
 

 

古
事
記 

六
月
十
一
日 

 
(

一
三
代)

成
務 

 
 

(

一
四
代)

仲
哀 

八
月 

九
日 

 
 

(

二
〇
代)

安
康 

 
 

(

二
一
代)

雄
略 

四
月
十
五
日 

 
(

二
九
代)

欽
明 

 
 

(

三
一
代)

用
明 

こ
の
よ
う
な
法
則
性
が
偶
然
に
発
生
す
る
確
率
は
、
ほ
と
ん
ど
あ

り
得
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
で
同
じ

天
皇
の
崩
年
月
日
が
一
致
す
る
例
は
皆
無
で
、
月
日
だ
け
一
日
か
二

日
の
違
い
で
一
致
し
て
い
る
例
が
二
件
、
月
の
み
が
一
致
し
て
い
る
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例
が
一
件
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
書
紀 

 
 
 

 
 

 

古
事
記 

 
 
(

一
〇
代)

崇
神 

辛
卯
年
十
二
月
五
日 

戊
寅
年
十
二
月 

(

一
九
代)

允
恭 

癸
巳
年
一
月
十
四
日 

甲
午
年
一
月
十
五
日 

(

二
一
代)

雄
略 

己
未
年 

八
月
七
日 

己
巳
年 

八
月
九
日 

 

太
田
亮(

５)

は
、
こ
の
三
例
を
以
て
「
三
帝
の
崩
年
干
支
竝
に
月

日
は
確
実
な
る
史
料
に
よ
っ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
」
と
主
張
す
る
一

方
で
、
『
古
事
記
』
の
崩
月
日
が
『
日
本
書
紀
』
の
別
の
天
皇
の
崩

月
日
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
、
「
天
武
天
皇
の
御
命
日
を

誤
っ
て
応
神
天
皇
に
当
て
奉
っ
て
居
る
」
こ
と
か
ら
「
註
文
は
断
じ

て
書
紀
以
前
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
崩
年
月
日
が
全

く
一
致
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
な
形
で
密
接
な
関
係

に
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る
。 

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
干
支
を
無
条
件
に

「
伝
承
一
次
史
料
」
と
す
る
見
解
に
は
疑
義
が
あ
り
、
む
し
ろ
「
二

次
史
料
」
で
あ
る
可
能
性
の
方
が
高
い
こ
と
を
示
し
得
た
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
『
古
事
記
』
に
崩
年
干
支
を

記
載
し
た
の
か
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。
崩
年
を
作
る
な
ら
、
特
定

の
天
皇
だ
け
で
な
く
、
対
象
期
間
の
天
皇
に
つ
い
て
全
て
記
載
す
る

方
が
自
然
な
の
に
、
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
天
皇
が
あ
る
。
そ
こ
に

崩
年
干
支
を
二
次
史
料
と
疑
う
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
、
す
な
わ
ち

「
倭
の
五
王
」
を
含
む
渉
外
記
事
と
の
奇
妙
な
関
連
が
あ
る
の
で
あ

る
。 

 

三
、
『
古
事
記
』
崩
年
干
支
と
「
対
外
交
渉
」
記
事 

『
古
事
記
』
の
崩
年
干
支
の
有
無
と
、
各
天
皇
の
「
対
外
交
渉
」

の
有
無
の
間
に
は
、
強
い
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

 表１ 古事記の崩年月日と日本書紀の崩年月日の一致状況

 (13) 成務　 乙卯 3月15日  (17) 履中　 乙巳 3月15日  別天皇 月日一致
 (14) 仲哀　 壬戌 6月11日  (13) 成務　 庚午 6月11日  先代天皇 月日一致
 (15) 応神　 甲午 9月09日  (40) 天武　 丁亥 9月09日  別天皇 月日一致
 (16) 仁徳　 丁卯 8月15日  (30) 敏達　 乙巳 8月15日  別天皇 月日一致
 (17) 履中　 壬申 1月03日
 (19) 允恭　 甲午 1月15日  (19) 允恭　 癸巳 1月14日  同天皇 1日差

 (20) 安康　 丙申 8月09日  先代天皇 月日一致
 (21) 雄略　 己未 8月07日  同天皇 2日差
 (09) 開化　 癸未 4月09日  別天皇 月日一致
 (31) 用明　 丁未 4月09日  別天皇 月日一致

 (27) 安閑　 乙卯 3月12日  (01) 神武　 丙子 3月11日 1日差
 (30) 敏達　 甲辰 4月06日  (23) 顕宗　 丁卯 4月05日 1日差
 (31) 用明　 丁未 4月15日  (29) 欽明　 辛卯 4月15日  先々代天皇月日一致
 (32) 崇峻　 壬子11月13日
 (33) 推古　 戊子 3月15日  (17) 履中　 乙巳 3月15日  別天皇 月日一致
 　　日本書紀の天皇崩年月日(38天皇)を月別に示す。
 　　　　　(  )内に示す日付は古事記分註に同じ日付があるもの
 1月　9日,(14日),16日,16日,23日　　 7月　24日
 2月　5日,6日,7日,8日,10日,15日　　 8月　5日,7日,(8日),(9日),(15日)
 3月　7日,(11日),(15日)　　　　　　 9月　2日,(8日),(9日)　　　　
 4月　(5日),(9日),(9日),(15日)　　 10月　9日,10日
 5月　10日　　　　　　　　　　   　11月　3日,7日
 6月　(11日)　　　　　　　　　     12月　3日,5日,6日,8日,17日

 古事記崩年月日  日本書紀崩年月日  一致状況

 (26) 継体　 丁未 4月09日

 (21) 雄略　 己巳 8月09日
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こ
で
い
う
「
対
外
交
渉
」
と
は
、
「
対
外
交
渉
」
を
載
せ
な
い
『
古

事
記
』
の
話
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
や
『
宋
書
』
、『
三
国
史
記
』

の
記
事
で
あ
る
。 

表
２
に
各
天
皇
の
崩
年
と
対
応
す
る
「
対
外
交
渉
」
の
記
事
の
関

係
を
「
各
史
書
」
か
ら
拾
っ
て
示
す
。 

表
中
の
成
務
天
皇
に
は
対
外
交
渉
記
事
が
な
い
が
、
そ
の
直
後
の

仲
哀
天
皇
の
記
事
を
参
照
で
き
る
の
で
、
「
対
外
交
渉
」
が
あ
っ
た

グ
ル
ー
プ
と
見
な
せ
ば
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

崩
年
干
支
と
記
事
と
の
強
い
対
応
関
係
は
、
崩
年
干
支
が
「
伝
承
一

次
史
料
」
で
は
な
く
、「
各
史
書
」
の
記
事
を
基
に
復
元
さ
れ
た
「
二

次
史
料
」
で
あ
る
疑
い
を
強
く
す
る
。 

し
か
も
、
表
２
か
ら
す
ぐ
に
気
付
く
こ
と
は
、
「
倭
の
五
王
」
の

時
期
、
『
日
本
書
紀
』
が
全
く
「
渉
外
交
渉
」
を
載
せ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
『
宋
書
』
等
を
全
く
見
な
か
っ
た
か
、
意
図
的
に
無
視

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
百
済
王
の
崩
年
記
事

が
干
支
二
運
繰
上
げ
ら
れ
て
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
功
紀
」
「
応
神

紀
」
に
載
せ
て
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
倭
の
五
王
」
の

時
期
に
対
応
す
る
十
八
代
久
尓
幸
王
と
十
九
代
毗
有
王
の
崩
年
記

事
だ
け
が
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
二
十
代
蓋
鹵
王
の
崩
年
記
事

が
復
活
す
る
の
は
「
雄
略
紀
」
な
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
理
由
で
『
宋

書
』
等
を
意
図
的
に
無
視
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

 

四
、
あ
る
時
点
で
の
「
倭
の
五
王
」
の
比
定 

議
論
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、
あ
る
時
点
で
律
令
期
の
史
人
が

「
倭
の
五
王
」
を
比
定
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
結
果
に

な
っ
た
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
仮
託
の
議
論
を
行
っ
て
み
る
。
そ
れ
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
活
用
で
き
る
資
料
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
現
代
の
所
見
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

表２　『古事記』崩年干支の有無と「対外交渉」記事
書紀 古事記
崩年 崩年

崇神 -30 258  [日]蘇那曷叱知朝貢(崇神65)、[三]倭使臣蘇那曷叱知(253)

垂仁 70

景行 130

成務 190 355

仲哀 200 362  [日]新羅遠征(仲哀9)、[三]倭兵大挙進入(364)

応神 310 394  [日]良馬二匹貢(応神15)、[三]良馬二匹記事(368)

仁徳 399 427  [中]讃遣使(413)、讃除綬(421)、讃遣使(425)

履中 405 432  [中]X遣使(430)

反正 410 437  [中]珍立つ(年?)、遣使・安東将軍(438)

允恭 453 454  [中]済遣使・安東将軍(443)、済を安東大将軍(451)

安康 456  [中]Y遣使(460)、興遣使(年?)、興を安東将軍(462)

雄略 479 489  [中]Z遣使(477)、武を安東大将軍(478)、鎮東大将軍(479)

 [日]呉国へ使者(雄略8、雄略12)

清寧 484

顕宗 487

仁賢 498

武烈 506

継体 531 527

天皇  渉外記事の対照関係

 　　[中]武を征東大将軍(502)。百済本記からの引用(4件)
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(1) 

現
在
の
比
定
と
同
じ
推
測
過
程 

い
わ
ゆ
る
「
倭
の
五
王
」
、
す
な
わ
ち
讃
、
珍
、
済
、
興
、
武
が

ヤ
マ
ト
王
権
、
天
皇
家
の
系
譜
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
に
つ
い

て
は
長
い
研
究
史
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
日
本
の
古
墳
期
の
年
代
定
点

を
与
え
る
極
め
て
重
要
な
議
論
で
あ
る
が
、
倭
王
の
遣
使
等
に
対
応

し
た
記
事
が
『
紀
記
』
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
未
だ

「
定
説
」
は
成
立
し
て
い
な
い
。
極
端
な
場
合
、
「
倭
の
五
王
」
を

ヤ
マ
ト
王
権
の
大
王
で
は
な
い
と
す
る
見
解
（
い
わ
ゆ
る
九
州
王
朝

説
な
ど
）
さ
え
あ
る
が
、
大
方
の
歴
史
関
係
者
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
の

大
王
と
認
め
た
上
で
、
そ
の
対
応
関
係
に
諸
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

研
究
史
に
つ
い
て
は
笠
井
倭
人
の
『
研
究
史
倭
の
五
王
』(

６)

が
あ

り
、
筆
者
の
記
述
で
も
大
巾
に
参
照
し
て
い
る
。 

さ
て
、
未
だ
定
説
が
成
立
し
て
い
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
武
を
雄

略
、
興
を
安
康
、
済
を
允
恭
天
皇
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ほ
ぼ
定

説
化
し
て
お
り
、
珍
、
讃
の
比
定
問
題
も
、
お
お
よ
そ
次
の
三
説
に

集
約
さ
れ
て
い
る
。 

(

Ａ
説)  

珍
を
反
正
天
皇
、
讃
を
履
中
天
皇
と
す
る
説 

(

Ｂ
説)  

珍
を
反
正
天
皇
、
讃
を
仁
徳
天
皇
と
す
る
説 

(

Ｃ
説)  

珍
を
仁
徳
天
皇
、
讃
を
応
神
天
皇
と
す
る
説 

も
ち
ろ
ん
本
稿
は
、
改
め
て
「
倭
の
五
王
」
の
比
定
に
つ
い
て
意

見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
点
で
律
令
期
の
史

人
が
『
宋
書
』
と
『(

原)

日
本
書
紀
』
を
参
照
し
て
、｢

倭
の
五
王｣

を
日
本
の
天
皇
に
比
定
し
、
崩
年
を
推
定
し
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う

な
結
果
に
な
る
か
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。 

『
古
事
記
』
の
編
纂
さ
れ
た
頃(

七
一
二
年)

に
『
宋
書
』
が
将
来

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藤
原
佐
世
が
編
集
し

た
寛
平
三
年 

(

八
九
一
年)

頃
の
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
記
載

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
干
支
が
『
古
事

記
』
成
立
時
の
も
の
と
い
う
制
約
を
外
せ
ば
、
律
令
制
の
史
人
に
仮

託
し
た
議
論
は
継
続
で
き
る
。 

さ
て
、
律
令
期
の
あ
る
時
点
で
の
「
倭
の
五
王
」
の
比
定
結
果
は
、

お
そ
ら
く
現
代
の
学
説
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
利
用
し
得
る
史
料
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。 

問
題
を
極
力
単
純
化
し
て
議
論
し
た
い
。
「
あ
る
時
点
」
で
律
令

期
の
史
人
が
「
倭
の
五
王
」
を
比
定
す
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な

前
提
条
件
に
立
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
点
は
次
の
二

項
で
あ
る
。 

[ Ⅰ
]  

「
倭
の
五
王
」
に
対
応
す
る
天
皇
家
の
系
譜
と
治
世
期
間

の
長
短
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
内
容
に
通
じ
る
認
識
を
持

っ
て
い
た
。
ま
た
、
雄
略
天
皇
の
在
位
を
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
時

期
に
近
い
と
考
え
て
い
た
。 

[ Ⅱ
]  

中
国
史
書
と
し
て
は
『
宋
書
』
の
他
に
、『
晋
書
』
、『
南
斉

書
』
、
『
梁
書
』
も
見
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。 

い
ず
れ
の
前
提
条
件
も
、
後
世
を
含
む
「
あ
る
時
点
」
で
と
い
う

幅
を
設
け
れ
ば
、
取
り
立
て
て
問
題
と
な
る
項
目
は
な
い
の
で
、
そ

の
内
容
を
簡
単
に
整
理
し
て
示
す
。
ま
ず
、
天
皇
家
の
系
譜
と
そ
の

在
位
年
数
は
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
図
１
の
通
り
で
あ
る
。
在
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位
年
代
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
干
支
の
繰
上
げ
を
行
っ

て
い
る
の
で
、
異
常
に
長
い
場
合
が
あ
り
、
信
を
置
け
な
い
が
、
在

位
の
長
短
に
つ
い
て
は
当
時
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
な
お
『
日
本
書
紀
』
で
は
雄
略
天
皇
の
在
位
を
四
五
六
年
か
ら

四
七
九
年
と
し
て
い
る
。 

一
方
、『
宋
書
』
に
記
載
さ
れ
た
「
倭
の
五
王
」
の
遣
使
状
況
は
、

表
３
の
通
り
で
あ
る
。
『
晋
書
』
、
『
南
斉
書
』
、
『
梁
書
』
の
記
載
も

あ
わ
せ
て
示
す
。 

比
定
の
前
提
条
件
が
簡
単
で
あ
り
、
し
か
も
現
在
の
認
識
と
大
き

く
異
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
、

「
倭
の
五
王
」
の
比
定
過
程
も

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
現
在

の
比
定
に
似
て
く
る
。 

ま
ず
、
『
宋
書
』
の
武
が
雄

略
天
皇
に
比
定
さ
れ
る
。
在
位

年
代
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る

他
に
、
済
の
世
子
興
の
弟
と
い

う
系
譜
関
係
が
一
致
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

天
皇
系
譜
に
よ
れ
ば
、
武
お
よ

び
世
子
興
の
父
の
済
は
允
恭

天
皇
に
な
る
。
世
子
興
は
安
康

天
皇
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、

現
在
の
歴
史
学
界
の
「
定
説
」

と
も
良
く
一
致
し
て
い
る
の
で
詳
論
し
な
い
。 

履中 
 (6年)

応神 仁徳 反正
 (41年)  (87年)  (5年) 安康

允恭  (3年)
 (42年) 雄略

 (23年)

　　図1 応神天皇～雄略天皇の系譜と在位年数

表3　中国文献の倭の五王関連記事
 王朝  遣使などの記事  出典

 413年　 東晋  讃遣使　讃は安帝(396～418年)の人  『晋書』安帝紀　『南史』

 421年  宋  讃遣使　讃除綬  『宋書』倭国伝

 425年　　 宋  讃遣使　  『宋書』倭国伝

 430年　　 宋  Ｘ 遣使  『宋書』文帝紀

  ？      　 宋  讃没し弟珍立つ　珍を安東将軍に除  『宋書』倭国伝

 438年　　 宋  珍を安東将軍に除　遣使  『宋書』文帝紀

 443年　　 宋  済遣使　済を安東将軍に除　  『宋書』倭国伝

 451年　　 宋  済を安東大将軍に進号　  『宋書』倭国伝

  ?       　 宋  済没し世子興遣使　  『宋書』倭国伝

 460年　　 宋  Y 遣使  『宋書』本記

 462年　　 宋  済の世子興を安東将軍に除  『宋書』孝武帝紀、倭国伝

  ?       　 宋  世子興没し弟武立つ　  『宋書』倭国伝

 477年　　 宋  Ｚ 遣使  『宋書』順帝紀

 478年　　 宋  武遣使　武を安東大将軍に除　  『宋書』順帝紀、倭国伝

 479年　　 南斉  武を鎮東大将軍に進号　  『南斉書』倭国伝

 502年　　 梁  武を征東大将軍に進号  『梁書』武帝紀
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問
題
は
済(

允
恭
天
皇)

と
珍
の
関
係
で
あ
る
。『
宋
書
』
に
は
記
載

が
な
い
が
、『
梁
書
』
で
は
済
を
彌
の
子
と
し
て
い
る
。
彌(

弥)

を
珎

の
誤
り
と
す
れ
ば
、
珎
は
珍
の
異
字
体
で
あ
る
か
ら
、
珍
は
済(

允

恭
天
皇)
の
父
に
な
る
。
し
か
し
天
皇
系
譜
で
は
允
恭
天
皇
す
な
わ

ち
済
の
前
の
珍
は
、
反
正
天
皇
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
父
で
は
な
く

兄
で
あ
る
。
更
に
反
正
天
皇
の
前
の
履
中
天
皇
に
対
応
さ
せ
て
も
、

や
は
り
父
で
は
な
く
兄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
宋
書
』
に
記
載
の

な
か
っ
た
済
と
珍
の
関
係
が
『
梁
書
』
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
後
世

の
誤
っ
た
推
測
と
判
断
し
た
で
あ
ろ
う
。 

た
だ
し
反
正
天
皇
の
在
位
が
短
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
遣

使
記
録
が
一
代
欠
け
て
い
て
、
珍
が
履
中
天
皇
で
あ
っ
た
と
の
推
測

も
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
四
三
八
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

珍
は
讃
の
弟
で
あ
る
。
珍
に
は
兄
が
い
た
こ
と
に
な
り
矛
盾
す
る
の

で
、
こ
こ
に
珍
が
反
正
天
皇
で
あ
り
、
讃
が
履
中
天
皇
と
決
ま
る
。 

こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
四
三
〇
年
の
遣
使
の
Ｘ
も
讃
と
考
え
、

天
皇
系
譜
と
倭
の
五
王
の
関
係
に
は
全
く
齟
齬
が
な
い
。
現
代
の
比

定
の(

Ａ
説)

で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
松
下
見
林
も
新
井
白
石
も
、
明

治
に
な
っ
て
英
国
人
ア
ス
ト
ン
も
系
譜
の
対
応
関
係
の
み
に
よ
っ

て
同
じ
結
論
を
導
い
た(

６) 

。 

と
こ
ろ
が
、
律
令
期
の
史
人
は
、
履
中
天
皇
の
在
位
が
短
か
っ
た

(

五
年)

と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
讃
の
在
位
は
『
宋

書
』
の
み
に
よ
っ
て
も
十
年
以
上
、
『
晋
書
』
を
含
め
れ
ば
二
十
年

以
上
に
な
り
、
履
中
天
皇
で
は
対
応
関
係
が
と
れ
な
い
。
在
位
が
長

か
っ
た
の
は
何
と
言
っ
て
も
仁
徳
天
皇
で
あ
る
。
讃
は
仁
徳
天
皇
に

比
定
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
史
人
な
ら
そ
う
考
え
る
の

は
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

そ
う
な
る
と
、
四
三
八
年
の
「
讃
没
し
弟
珍
立
つ
」
は
『
宋
書
』

が
誤
っ
た
の
で
あ
り
、「(

履
中)

没
し
弟
珍
立
つ
」
と
書
く
べ
き
だ
っ

た
と
考
え
た
。
『
宋
書
』
が
誤
っ
た
の
は
、
四
三
〇
年
の
貢
物
の
主

が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
時
の
遣
使
が
履
中

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
見
れ
ば
、
当
時
の
史
人
に
は
最
も
理
解
し
易

い
話
と
な
る
。
こ
れ
は
現
代
の
比
定
の(

Ｂ
説)

に
一
致
し
て
い
る
。 

天
皇
の
在
位
期
間
に
注
目
し
て
、
讃
を
仁
徳
天
皇
と
比
定
し
た
の

は
橋
本
増
吉
が
初
め
て
の
よ
う
で
あ
り(

７)

、
そ
れ
を
更
に
進
め
た

の
が
池
内
宏
で
あ
る(

８)

。
池
内
は
、『
記
紀
』
で
は
在
位
期
間
を
長

く
表
現
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
短
縮
し
て
示
す
は
ず
が
な
く
、
在

位
六
年
と
さ
れ
て
い
る
履
中
天
皇
が
讃(

在
位
十
年
以
上)

で
は
有

り
え
な
い
と
し
て
、
讃
を
仁
徳
天
皇
に
比
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

推
論
は
、
筆
者
が
律
令
期
の
史
人
に
仮
託
し
て
前
提
条
件[ Ⅰ

]

と

[ Ⅱ
]

か
ら
導
い
た
結
論
と
同
一
で
あ
る
。 

結
局
、
律
令
期
の
史
人
な
ら
、
現
代
の
分
類
で
は
、(

Ａ
説)

よ
り

も(

Ｂ
説)

を
採
る
の
が
自
然
だ
っ
た
の
で
あ
り
、(

Ｃ
説)

は
対
象
に

な
ら
な
か
っ
た
。
近
年(

Ｂ
説)

を
準
定
説
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い

の
で
あ
る
か
ら
、
律
令
期
に
も
同
じ
認
識
に
至
っ
た
と
し
て
も
全
く

不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

(2) 

『
宋
書
』
に
よ
る
「
倭
の
五
王
」
の
崩
年
推
定 

四
三
〇
年
の
Ｘ
を
履
中
天
皇
と
す
る(

Ｂ
案)

に
よ
れ
ば
、
前
提
条

件
と
し
て
は
次
の
二
点
を
採
る
と
、
各
天
皇
の
崩
年
範
囲
は
表
４
の
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の
よ
う
に
な
る
。 

１
、 

天
皇
崩
御
と
そ
の
翌
年
の
天
皇
即
位
の
報
告
使
節
は
、
新

た
に
除
位(

叙
位)

を
求
め
、
崩
御
三
年
後
に
宋
に
着
く
も
の
と
し
、

崩
年
は
『
宋
書
』
の
遣
使
年
の
三
年
前
と
計
算
す
る
。 

２
、 

除
位
の
請
求
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
翌
々
年(

崩

御
五
年
後)

に
授
与
さ
れ
る
と
し
て
、
崩
年
は
『
宋
書
』
の
除
位
年
の

五
年
前
と
計
算
す
る
。 

表
４
に
は
計
算
年
の
他
に
、
①
～
⑤
の
注
に
よ
っ
て
、
修
正
崩
年

と
『
古
事
記
』
分
註
の
崩
年
も
併
記
す
る
が
、
こ
の
結
果
を
ど
の
よ

う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
『
宋
書
』
に
よ
る
「
倭
の
五
王
」

の
崩
年
推
定
計
算
結
果
が
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
と
か
な
り
良
く
一

致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

『
古
事
記
』
の
崩
年
が
『
宋
書
』
に
よ
る
推
定
年
よ
り
一
年
ほ
ど

新
し
く
で
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
律
令
期
の
史
人
が
、
允
恭
天
皇

の
崩
年
に
『
日
本
書
紀
』
の
崩
年
四
五
三
年
を
意
識
し
て
、
推
定
年

よ
り
も
四
年
も
新
し
い
四
五
四
年
を
採
用
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ

る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
も
『
古
事
記
』
の
崩
年
干
支
は
、
『
日
本
書

紀
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
一
年
異
な
っ
た
見
解
を
意
図
的

に
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

(3)
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
雄
略
天
皇
の
崩
年
推
定 

次
に
、
雄
略
天
皇
の
場
合
を
検
討
し
て
見
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

こ
に
掲
げ
た
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
崩
年
推
定
と
い
う
項
目
が
奇
異

な
の
は
承
知
し
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
雄
略
天
皇
の
崩
年
を

四
七
九
年(

己
未)

と
明
記
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば
済

む
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
古
事
記
』
の
分
註
は
崩
年
を
四
八
九
年

と
示
し
て
独
自
性
を
主
張
し
て
い
る
。 

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
手
順
で
、
『
古
事
記
』
分
註
の
崩
年
四
八

九
年
が
「
正
し
く
」
計
算
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

表4 律令期史人の宋書による崩年推定と古事記の崩年

 修正 古事記

在位 崩年  即位  崩年  崩年 崩年

 讃(仁徳天皇)　 87年 399年  427年 427年 0年

 Ｘ(履中天皇)　   6年 405年  428年  433年 432年 1年

 珍(反正天皇)　   5年 410年  434年  438年 437年 1年

 済(允恭天皇)　  42年 453年  439年  457年  453年 454年 -1年

 Ｙ(安康天皇)　   3年 456年  458年  474年  460年

 武(雄略天皇)　  23年 479年  461年  489年 489年 0年

① 前天皇の崩年は、表2の遣使年、除位年に基づき、次の式で計算した。

　　　　前天皇の崩年＝遣使到着年－3年＝除位年－5年

② 済(允恭天皇)の崩年は『書紀』の453年に準拠。

③ Y(安康天皇)の修正崩年460年は『書紀』の在位3年により計算した。

④ 武の崩年は『書紀』雄略12年の呉国遣使と『宋書』の478年遣使を

　対比し、これに在位23年を考慮して、478＋(23－12)＝489で計算した。

⑤ 履中、反正、允恭に差が生じたのは、允恭崩年に『書紀』を採用した

　のが原因と考えている。

 計算年 日本書紀
差
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『
日
本
書
紀
』
に
は
、
雄
略
八
年
二
月
と
雄
略
十
二
年
四
月
四
日

に
「
身
狭
村
主
青
と
檜
隈
民
使
博
徳
を
呉
国
に
派
遣
」
の
記
事
が
見

ら
れ
る
。
呉
は
宋
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
『
宋
書
』
に
見
え
る
四
七

八
年
の
武
の
遣
使
は
こ
の
い
ず
れ
か
に
対
応
す
る
。
し
か
も
四
七
八

年
に
は
、
武(
雄
略
天
皇)

は
安
東
将
軍
で
は
な
く
、
安
東
大
将
軍
に

除(

叙)

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雄
略
十
二
年
を
対
応
さ
せ

る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
済
の
場
合
を
見
て
も
、
安
東
将
軍
を
経
て

大
安
東
将
軍
に
進
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
雄
略

十
二
年
は
四
七
八
年
と
な
り
、
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
没
年
す
な
わ

ち
雄
略
二
十
三
年
は
そ
れ
よ
り
も
十
一
年
後
で
あ
る
か
ら
四
八
九

年
と
な
り
、
『
古
事
記
』
分
註
の
崩
年
と
完
全
に
一
致
す
る
の
で
あ

る
。 

 

(4)
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
応
神
天
皇
の
崩
年
推
定 

応
神
天
皇
の
場
合
も
、
雄
略
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』

で
は
崩
年
を
三
一
〇
年(

庚
午)

と
し
て
い
る
が
、『
古
事
記
』
分
註
は

三
九
四
年
と
し
て
い
る
。
『
古
事
記
』
が
三
一
〇
年
を
採
ら
な
か
っ

た
の
は
、
お
そ
ら
く
次
の
論
理
に
よ
っ
て
、
三
九
四
年(

甲
午)
を
「
正

し
く
」
計
算
し
て
導
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。 

ま
ず
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
応
神
十
五
年
八
月
六
日
に
「
百
済
王

が
阿
直
伎
を
遣
し
て
良
馬
二
匹
を
貢
っ
た
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
こ

こ
に
は
百
済
王
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『
古
事
記
』
の
応
神
紀

に
は
「
百
済
の
国
主
の
照
古
王
が
牡
馬
一
匹
と
牝
馬
一
匹
を
阿
知
吉

師
に
託
し
て
献
上
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
百
済
王
が
肖
古
王
の
こ
と

で
あ
る
と
分
る
。
お
そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
が
肖
古
王
の
記
載
を
避

け
た
の
は
、
干
支
二
運(

一
二
〇
年)

の
延
年
操
作
に
よ
り
、
肖
古
王

は
神
功
五
十
五
年
に
死
亡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
矛
盾
が
露
呈

す
る
こ
と
を
避
け
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。 

さ
て
、
『
三
国
史
記
』
の
「
百
済
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
肖
古
王
二

十
三
年(

三
六
八
年)

に
「
使
者
を
新
羅
に
派
遣
し
、
良
馬
二
匹
を
送

る
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
対
応
記
事
が
「
新
羅
本
紀
」
に
も
あ
る
。

律
令
期
の
史
人
は
『
三
国
史
記
』
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ

の
基
と
な
っ
た
「
百
済
本
記
」「
百
済
記
」「
百
済
新
撰
」
に
よ
っ
て

同
様
な
記
事
を
承
知
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
「
良
馬
」
の
記
事

は
『
日
本
書
紀
』
に
も
『
古
事
記
』
に
も
載
る
大
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
り
、

肖
古
王
二
十
三
年
に
新
羅
に
送
っ
た
の
と
同
じ
時
で
あ
っ
た
と
す

る
解
釈
は
極
め
て
自
然
な
の
で
あ
る
。 

応
神
十
五
年
は
肖
古
王
二
十
三
年(

三
六
八
年)

で
あ
る
。
一
方
、

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
応
神
天
皇
は
応
神
四
十
一
年
没
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
応
神
天
皇
の
崩
年
は
、
三
六
八
年
か
ら
二
十
六
年
後

の
こ
と
と
な
り
、
三
九
四
年
と
計
算
さ
れ
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
と

完
全
に
一
致
す
る
。 

(5)
「
倭
の
五
王
」
以
前
の
天
皇
の
崩
年
問
題 

本
稿
で
は
『
古
事
記
』
崩
年
分
註
は
、
「
倭
の
五
王
」
と
の
一
致

こ
そ
二
次
史
料
の
可
能
性
を
示
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
の
視

点
で
検
討
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
『
宋
書
』
と
『
日
本
書
紀
』

か
ら
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
を
推
定
復
元
で
き
る
こ
と
を
示
す
だ
け

で
一
応
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。 

し
か
し
『
古
事
記
』
崩
年
干
支
に
は
、
倭
の
五
王
以
前
の
仲
哀
・
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成
務
・
崇
神
天
皇
や
以
降
の
継
体
、
安
閑
、
敏
達
、
用
明
、
推
古
天

皇
の
崩
年
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
内
、
継
体
天
皇
以
降
の
五
天
皇
の

崩
年
に
つ
い
て
は
、
一
次
史
料
で
あ
る
か
二
次
史
料
で
あ
る
か
に
つ

い
て
は
、
現
状
で
は
い
ず
れ
と
も
言
い
難
い
。 

た
だ
し
、
倭
の
五
王
以
前
の
仲
哀
・
成
務
・
崇
神
天
皇
の
場
合
に

つ
い
て
は
、
倭
の
五
王
の
場
合
と
同
様
に
、
二
次
史
料
と
し
な
け
れ

ば
、
論
理
の
一
貫
性
に
欠
け
る
。
そ
の
た
め
、
憶
測
と
恣
意
的
な
解

釈
と
な
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
一
応
の
試
案
を
述
べ
て
み
た
い
。

し
た
が
っ
て
以
下
の
議
論
は
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
分
註
が
二
次
史

料
で
あ
る
こ
と
の
論
証
と
い
う
よ
り
は
、
ひ
と
つ
の
状
況
の
理
解
方

法
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
ず
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
仲
哀
天
皇
が
仲
哀
九
年
二
月
五
日

に
没
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
年
の
十
月
に
神
功
皇
后
が
新
羅
遠
征

を
行
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
遠
征
記
事
に
対
応
す
る
事
件

を
『
三
国
史
記
』
の
「
新
羅
本
記
」
に
み
る
と
、
奈
勿
尼
師
今
九
年

(

三
六
四)

四
月
に
「
倭
兵
が
大
挙
し
て
進
入
し
て
き
た
」
と
の
記
事

を
見
出
せ
る
。
『
三
国
史
記
』
の
紀
年
は
広
開
土
王
碑
文
と
の
比
較

で
一
年
の
遅
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
の
記
事
は
正
し
く
は
三
六
三
年
の

こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
神
功
皇
后
の
新
羅
遠
征
は
十
月
で
あ
る
が
、

「
新
羅
本
記
」
で
は
四
月
な
の
で
、
こ
れ
を
翌
年
の
こ
と
と
す
れ
ば
、

仲
哀
天
皇
の
崩
年
は
三
六
二
年
と
な
り
、
『
古
事
記
』
崩
年
と
完
全

に
一
致
す
る
。 

次
に
、
成
務
天
皇
の
場
合
は
、
仲
哀
天
皇
の
在
位
が
九
年
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
仲
哀
天
皇
の
崩
年
推
定
の
三
六
二
年
を
基
準
に
す
れ
ば

三
五
三
年
と
計
算
さ
れ
、
『
古
事
記
』
の
三
五
五
年
よ
り
二
年
早
く

な
る
。 

さ
て
、
最
後
に
崇
神
天
皇
の
場
合
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。 

『
日
本
書
紀
』
に
渉
外
記
事
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
崇
神
紀
の

崇
神
六
十
五
年
七
月
「
任
那
国
が
蘇
那
曷
叱
知
を
遣
し
て
朝
貢
」
の

記
事
で
あ
る
。
崇
神
天
皇
は
崇
神
六
十
八
年
に
崩
じ
て
い
る
か
ら
三

年
前
で
あ
る
。
関
連
し
て
五
年
後
の
垂
仁
二
年
に
「
蘇
那
曷
叱
知
の

帰
国
」
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
垂
仁
三
年
に
は
「
新
羅
王
の
子
の
天

日
槍
の
来
帰
」
の
記
事
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
新
羅
遠
征
ま
で
渉
外

記
事
が
長
い
間
途
絶
え
る
。 

一
方
、
『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
倭
国
と
の
交
渉
を
示
す
記
事

の
初
出
は
列
伝
五
の
沽
解
尼
師
今
七
年(

二
五
三
年)

の
「
倭
国
の
使

臣
葛
那
古
」
の
挿
話
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
使
臣
は
倭
か
ら
新

羅
へ
の
派
遣
で
あ
り
、
任
那
の
蘇
那
曷
叱
知
は
関
係
な
い
が
、
『
日

本
書
紀
』
の
編
纂
者
が
、
「
倭
国
の
使
臣
葛
那
古
」
を
意
識
し
て
、

任
那
か
ら
の
朝
貢
や
天
日
槍
の
来
帰
の
記
事
を
崇
神
・
垂
仁
紀
に
繰

り
上
げ
た
可
能
性
が
あ
る
。
傍
証
は
、
天
日
槍
の
記
事
が
『
古
事
記
』

で
は
応
神
天
皇
の
項
に
天
之
日
矛
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。 

何
も
史
料
の
な
い
な
か
で
は
、
両
国
の
外
交
初
出
記
事
の
時
期
を

同
年
代
と
見
る
考
え
方
は
あ
り
得
た
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
蘇
那
曷
叱
知
の
渉
外
記
事
の
三
年
後
に
崩
じ
た
崇
神
天
皇
の
崩

年
は
二
五
六
年
と
計
算
さ
れ
る
。
『
古
事
記
』
の
崩
年
よ
り
も
二
年

早
い
が
、
大
略
の
一
致
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 
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以
上
の
議
論
が
憶
測
を
重
ね
た
結
果
で
あ
り
、
崩
年
の
二
次
史
料

性
の
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し

て
見
た
。 

  

五
、
『
古
事
記
』
崩
年
を
一
次
史
料
と
す
る
議
論 

そ
れ
で
は
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
を
一
次
史
料
と
み
な
す
証
拠
は

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

結
論
か
ら
言
え
ば
、
直
接
的
な
証
拠
は
皆
無
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、

一
次
史
料
を
支
え
る
唯
一
の
証
拠
と
し
て
、
田
中
卓
の
『
住
吉
大
社

神
代
記
』
「
船
木
等
本
記
」
の
崇
神
天
皇
と
垂
仁
天
皇
の
崩
年
に
関

す
る
研
究(

９) 

が
注
目
さ
れ
、
原
秀
三
郎
な
ど
の
積
極
的
な
支
持

(

10)

を
得
て
い
た
が
、
現
在
で
は
鎌
田
元
一
の
研
究(

11)

に
よ
っ
て

そ
れ
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
推
論
と
も
若
干
の
関
連
が
あ
る

の
で
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。 

田
中
卓
の
研
究
し
た
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
は
崇
神
天
皇
の
崩

年
が
崇
神
六
十
八
年
戊
寅
、
垂
仁
天
皇
の
崩
年
が
垂
仁
五
十
三
年
辛

未
と
あ
り
、
干
支
で
示
さ
れ
た
崩
年
が
『
日
本
書
紀
』
と
明
ら
か
に

異
な
る
。
し
か
も
崇
神
天
皇
の
崩
年
は
『
古
事
記
』
の
記
載
と
同
じ

で
あ
り
、
一
方
の
垂
仁
天
皇
の
崩
年
は
『
古
事
記
』
に
は
な
い
こ
と

か
ら
、
田
中
卓
は
こ
れ
ら
を
『
古
事
記
』
と
は
独
立
し
た
伝
承
と
見

た
。
そ
し
て
、
崇
神
天
皇
の
崩
年
の
戊
寅
に
二
五
八
年
説
と
三
一
八

年
説
が
あ
っ
た
の
を
、
垂
仁
天
皇
の
辛
未
を
三
一
一
年
と
し
て
、
二

五
八
年
に
確
定
さ
せ
る
案
を
提
示
し
た
。
こ
の
論
考
は
古
墳
時
代
の

年
代
論
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
鎌
田
元
一
は
崇
神
の
治
世
六
十
八
年
が
、
紀
年

延
長
の
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
在
位
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
が
『
日
本
書
紀
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
崇
神
天
皇
の
崩
年
干
支
の
み
を
『
古
事
記
』
か
ら

引
い
た
の
だ
と
し
て
、
更
に
は
、
垂
仁
天
皇
の
辛
未
は
、
崇
神
二
十

九
年
生
ま
れ
で
宝
算
が
百
四
十
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
『
日
本
書
紀
』

の
記
録
か
ら
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
崩
年
を
二
次
史
料
と
明
ら
か
に
し
た
の
で

あ
る
。
整
理
し
て
、
表
５
に
示
す
。 

こ
の
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
は
今
回
の
筆
者
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
と
実

に
良
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
の
記
載
を
も
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
の
崩
年
を
訂
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
を
裏
付

け
る
一
次
史
料
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。 

 

六
、
『
宋
書
』
の
将
来
さ
れ
た
時
期 

『
宋
書
』
が
完
成
し
た
の
は
六
世
紀
初
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
宋

書
』
が
八
九
一
年
頃
に
編
集
さ
れ
た
『
日
本
国
現
在
書
目
録
』
に
載

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
安
前
期
に
は
日
本
に
将
来
し
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
宋
書
』
と
共
に
『
晋
書
』
も
載
っ
て

い
る
が
、
『
梁
書
』
は
な
い
。 

問
題
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
の
編
纂
時
期
に
『
宋
書
』

が
将
来
し
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
『
晋
書
』
を
除
く
と
『
宋
書
』
も

『
梁
書
』
も
奈
良
時
代
の
史
料
の
中
に
ま
っ
た
く
姿
を
現
し
て
い
な
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い
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
だ
け
か
ら
奈
良
時
代
に
将
来
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
小
島
憲

之
の
研
究(

12)

に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
の
「
出
典
書
名
分
類
表
」
に

『
梁
書
』
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
日
本
国
現
在
書
目

録
』
に
見
ら
れ
な
い
『
梁
書
』
の
記
載
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
引
用

さ
れ
て
い
る
形
跡
が
濃
厚
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
小
島
憲
之
の
研
究
に
よ
っ
て
も
『
宋
書
』
が
『
日
本
書

紀
』
に
参
照
さ
れ
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
村
上
啓
一
の

よ
う
に
『
宋
略
』
は
見
て
い
て
も
『
宋
書
』
は
未
だ
将
来
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
の
説
が
生
ま
れ
た(

13)

。
そ
の
一
方
で
、
和
田
博
徳
の

よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、「
倭
の
五
王
」

の
記
載
が
不
名
誉
で
あ
る
と
考
え
て
、
意
識
的
に
隠
し
た
た
め
と
す

る
説
も
あ
る(

14)

。
結
論
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
に

『
宋
書
』
の
影
響
を
認
め
な
い
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
応
神
三
十
七
年
二
月
一
日
の
「
阿
知
使
主
、

都
加
使
主
を
呉
に
遣
し
て
縫
製
工
女
を
求
め
た
」
記
事
に
注
目
し
て

い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
応
神
、
神
功
記
に
は
、
「
百
済
記
」
か
ら

の
記
事
が
、
干
支
二
運(

一
二
〇
年)

を
繰
上
げ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
応
神
三
十
七
年
は
三
〇
六
年
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
二
運
分
修
正
す
る
と
四
二
六
年
に
な
り
、
『
宋
書
』
の
讃
の
遣

使
の
四
二
五
年
と
一
年
の
差
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

逆
説
的
で
あ
る
が
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
を
二
次
史
料
で
あ
る
と

結
論
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
奈
良
朝
初
期
に
『
宋
書
』

が
将
来
し
て
い
た
証
左
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

七
、
古
事
記
の
分
註
崩
年
の
成
立
時
期 

 表5　鎌田元一の『住吉大社神代記』に関する指摘

年  干支 年  干支 年  干支

 崇神  宝算/生年干支 120  壬辰(29) 168  辛卯(28)

 治世/即位干支 68  甲申(21) 68  辛未(08)

 崩年干支  辛卯(28)  戊寅(15)  戊寅(15)

 垂仁  宝算/生年干支 140  壬子(49) 153 

 治世/即位干支 99  壬辰(29) 53  己卯(16)

 崩年干支  庚午(07)  辛未(08)

 干支の( )は甲子を01とした時の順番 薄灰色の網掛けは計算値

 鎌田元一の『住吉大社神代記』に関する指摘

 崇神の治世68年は『書紀』。崩年干支戊寅(15)は『古事記』。

 垂仁の崩年干支は『書紀』の垂仁の生年[壬子(49)]と宝算(120歳)

 からの計算結果の辛未(08)。

 垂仁の即位己卯(16)は崇神崩年戊寅(15)の翌年

 垂仁の在位53年は崩年辛未(08)と即位己卯(16)からの逆算。

日本書紀 古事記 神代記
 天皇  生年･即位･崩年
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以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
記
事
が

『
宋
書
』
の
影
響
を
何
時
ご
ろ
受
け
た
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。 

『
古
事
記
』
の
成
立
は
七
一
二
年
と
さ
れ
て
い
て
、『
日
本
書
紀
』

の
七
二
〇
年
の
八
年
前
で
あ
る
。
も
し
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
記
事

が
『
宋
書
』
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
『
日
本

書
紀
』
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
の
か
。
和
田
博
徳
の
言
う
よ

う
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
「
不
名
誉
と
考
え
て
」
全
く
触
れ

な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
日
本
の
独

自
性
を
う
た
う
『
古
事
記
』
が
な
ぜ
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆

に
言
え
ば
『
古
事
記
』
の
編
者
さ
え
参
照
し
た
『
宋
書
』
を
『
日
本

書
紀
』
の
編
者
は
な
ぜ
参
照
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

も
ち
ろ
ん
、
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
『
古
事
記
』
を
見
る
機
会

が
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
異
と
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
『
古
事
記
』
の
編
者
さ
え
参
照
し
て
い
た
『
宋

書
』
を
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
参
照
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
や
は

り
異
様
な
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
と
同
じ
よ
う
に
、
崩
年
の
算
出

に
の
み
、
引
用
し
て
お
い
て
、
倭
の
五
王
の
比
定
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
、

特
に
不
名
誉
な
こ
と
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

そ
う
な
る
と
、
原
初
『
古
事
記
』
に
は
崩
年
が
な
く
、
後
に
分
註

と
し
て
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
「
疑
い
」
が
強
く
生
じ
る
。 

 

八
、
お
わ
り
に 

『
古
事
記
』
の
崩
年
は
、
一
部
で
は
「
伝
承
一
次
史
料
」
と
さ
れ

て
い
る
が
、
歴
史
学
の
基
本
か
ら
言
え
ば
自
明
で
は
な
く
、
「
倭
の

五
王
」
と
の
整
合
性
に
よ
り
補
強
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、「
史
料
批
判
」
の
原
則
に
照
ら
す
な
ら
ば
、「
倭
の
五
王
」
と

整
合
す
る
か
ら
こ
そ
、
「
二
次
史
料
」
の
可
能
性
が
あ
る
。 

今
回
の
試
論
は
、「
律
令
期
の
史
人
」
に
仮
託
し
て
、『
宋
書
』
と

『
日
本
書
紀
』
の
記
載
か
ら
『
古
事
記
』
の
崩
年
を
求
め
る
議
論
を

行
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

(1) 

『
古
事
記
』
の
崩
年
月
日
は
、『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
干

支
表
現
で
は
な
く
、
数
字
表
現
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
月
日
を
干
支

で
表
現
す
る
た
め
に
は
、
暦
に
関
す
る
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、

『
古
事
記
』
の
崩
年
月
日
は
あ
た
か
も
結
論
の
み
を
記
載
し
て
い
る

よ
う
な
の
で
あ
る
。 

(2) 

し
か
も
、
『
古
事
記
』
の
崩
年
月
日
は
、
『
日
本
書
紀
』
の

崩
年
干
支
を
見
て
、
流
用
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
良

く
似
て
い
る
。
『
古
事
記
』
記
載
の
十
三
件
の
内
、
八
件
が
『
日
本

書
紀
』
の
他
の
天
皇
の
崩
日
に
一
致
し
、
そ
の
内
の
三
件
が
『
日
本

書
紀
』
の
前
代
あ
る
い
は
前
々
代
の
天
皇
の
崩
日
と
同
一
で
、
更
に

は
八
件
以
外
に
も
一
日
遅
れ
で
一
致
し
て
い
る
例
が
三
件
あ
り
、
例

外
は
二
件
し
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
天
皇
に
関
し

て
は
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
全
て
異
な
る
。 

(3) 

『
古
事
記
』
に
崩
年
干
支
が
記
載
さ
れ
て
い
る
天
皇
に
関

し
て
は
、
必
ず
外
国
史
書
に
対
応
記
事
が
あ
る
が
、
記
載
の
な
い
天

皇
の
場
合
は
例
外
な
く
対
応
記
事
を
認
め
な
い
。
『
古
事
記
』
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
対
応
す
る
「
外
国
史
書
」
に
よ
っ
て
崩
年

干
支
を
計
算
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。 
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(4) 

そ
の
た
め
、
筆
者
は
「
あ
る
次
期
」
の
律
令
期
史
人
に
仮

託
し
て
、
同
一
基
準
を
定
め
『
日
本
書
紀
』
と
『
宋
書
』
『
三
国
史

記
』
を
対
比
し
て
崩
年
干
支
を
計
算
し
て
み
た
。
結
果
は
次
の
通
り
、

か
な
り
の
精
度
で
一
致
し
て
い
る
。 

 

天
皇 

 

復
元
崩
年 

古
事
記 

 
 

 

差 

崇
神
天
皇 

 
二
五
六
年 

二
五
八
年 

 

二
年 

成
務
天
皇 

 
三
五
三
年 

三
五
五
年 

 

二
年 

仲
哀
天
皇 

 

三
六
二
年 

三
六
二
年 

 

〇
年 

応
神
天
皇 

 
 

三
九
四
年 

三
九
四
年 

 

〇
年 

仁
徳
天
皇 

 
 

四
二
七
年 
四
二
七
年 
 

〇
年 

履
中
天
皇 

 

四
三
三
年 
四
三
二
年 

 

一
年 

反
正
天
皇 

 

四
三
八
年 

四
三
七
年 

 

一
年 

允
恭
天
皇 

 

四
五
七
年 

四
五
四
年 

 

三
年 

雄
略
天
皇 

 

四
八
九
年 

四
八
九
年 

 
〇
年 

 

(5) 

も
ち
ろ
ん
、
仮
託
し
た
律
令
期
の
史
人
が
、
何
時
か
ら
こ

れ
ら
の
史
書
を
利
用
で
き
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
古
事
記
』
の

成
立
時
に
は
『
日
本
書
紀
』
が
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
論
理

的
に
は
、
後
代
の
追
記
と
な
る
。 

(6) 

し
か
し
、
崇
神
天
皇
の
崩
年
干
支
を
戊
寅
と
す
る
『
住
吉

大
社
神
代
記
』
の
完
成
が
七
三
一
年
な
の
で
、
そ
の
時
点
ま
で
に
は

追
記
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
周
知
の
よ
う
に
『
古

事
記
』
は
、
完
成
後
百
年
間
ほ
ど
は
、
秘
さ
れ
て
い
て
関
係
者
以
外

に
閲
覧
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。 

(7) 

そ
こ
で
、
私
説
を
述
べ
た
い
。 

『
日
本
書
紀
』
は
、
干
支
二
運
の
延
年
な
ど
に
よ
り
、
本
来
の
年

次
を
大
幅
に
変
更
し
て
い
る
が
、
延
年
の
も
と
に
な
る
べ
き
年
次
に

つ
い
て
は
、
外
国
史
書
を
参
照
し
て
調
べ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
紀
年
延
長
の
あ
る
『
日
本
書
紀
』
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
が
、
担

当
し
た
史
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
当
然
、
発
表
の

機
会
を
待
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
学
者
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

崩
年
干
支
の
な
い
『
古
事
記
』
が
あ
っ
た
。
『
古
事
記
』
の
政
治
的

な
立
場
は
、
『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
。
必
ず
し
も
、
絶
対
年
代

に
結
び
つ
か
な
い
崩
年
干
支
だ
け
な
ら
追
記
出
来
る
。 

(8) 

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
古
事
記
』
の
崩
年
干
支
は
一
次
史
料
に

よ
る
伝
承
で
は
な
く
、
外
国
史
書
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
二
次
的
に

作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
濃
厚
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
研
究
史
的
に

言
う
な
ら
ば
、
奈
良
時
代
の
「
倭
の
五
王
」
比
定
研
究
の
成
果
で
あ

っ
た
。 

本
報
は
タ
イ
ト
ル
を
「
崩
年
分
註
の
史
料
性
検
証
」
と
し
て
い
る

よ
う
に
、
必
ず
し
も
『
古
事
記
』
の
崩
年
分
註
を
「
二
次
史
料
」
と

断
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
、「
二

次
史
料
」
と
し
て
の
可
能
性
が
よ
り
明
確
に
な
る
こ
と
は
十
分
に
有

り
得
る
と
考
え
て
お
り
、
ま
ず
試
論
と
し
て
の
提
出
し
、
参
考
に
資

す
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
会
に
、
更
な
る
研
究
の

深
化
を
期
待
し
た
い
。 
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[

註
記] 

(

１)  

久
米
邦
武
「
仲
哀
帝
以
前
紀
年
考
」『
史
学
雑
誌
』
第
十
三

編
第
二
号
、
一
九
〇
二
年 

(

２)  
原
勝
郎
「
日
本
書
紀
紀
年
考
」『
日
本
中
世
史
の
研
究
』
一

九
一
七
年 

(

３)  

前
田
直
典
「
応
神
天
皇
朝
と
い
ふ
時
代
」『
オ
リ
エ
ン
タ
リ

カ
』
創
刊
号
、
一
九
四
八
年 

(

４)  

表
１
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
現
れ
た
崩
月
日
は
38
件

あ
る
が
、
重
複
を
除
く
と
36
件
で
あ
り
、
一
年(

日
数

3
6

5
)

当
た
り

に
単
純
計
算
す
る
と
一
致
す
る
確
率
は

3
6

/3
6

5

＝0
.0

9
8

8

で
あ
る

が
、
『
日
本
書
紀
』
も
『
古
事
記
』
も
日
付
は
、
ほ
ぼ
十
七
日
ま
で

に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
意
味
の
あ
る
一
年
の
日
数
を

1
7
×

1
2

＝

2
0

4

と
す
る
と
確
率
は

P

＝3
6

/2
0

4

＝0
.1

7
6

5

で
あ
る
。
13
件
中

n
件
一
致
す
る
確
率
公
式
は
、p

n×
(1

-p
)

1
3

-n×
1

3 C
n

な
の
で
、
偶

然
八
件
一
致
す
る
確
率(n

＝8
)

は

0
.0

0
0

4
6

で
あ
る
。 

(

５)  

太
田
亮
「
古
事
記
註
文
干
支
月
日
論
」『
日
本
古
代
史
新
研

究
』
一
九
二
八
年 

(

６)  

笠
井
倭
人
『
研
究
史
・
倭
の
五
王
』
一
九
七
三
年 

(

７)  

橋
本
増
吉
『
東
洋
史
上
よ
り
観
た
る
日
本
上
古
史(

邪
馬
台

国
論
考)

』
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
二
年 

(

８)  

池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研
究
』
近
藤
書
店
、
一
九
四

七
年 

(

９)  

田
中
卓
「
古
代
天
皇
の
系
譜
と
年
代
」『
神
道
史
研
究
』
二

十
四
巻
四
号
、
一
九
七
五
年 

(

10)  

原
秀
三
郎
「
古
代
地
域
研
究
の
文
明
的
方
法
」『
地
域
と
王

権
の
古
代
史
学
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
二
年 

(

11)  

鎌
田
元
一
「
古
事
記
崩
年
干
支
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」

『
日
本
史
研
究
』
四
九
八
号
、
二
〇
〇
四
年 

(

12)  

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
、
塙
書
房
、

一
九
六
二
年 

(

13)  

村
上
啓
一
「
日
本
書
紀
編
修
に
関
す
る
私
見(

１)

」『
天
理

大
学
学
報
五
号
、
一
九
五
一
年 

(

14)  

和
田
博
徳
「
神
功
皇
后
紀
の
倭
女
王
注
記
に
つ
い
て
」『
史

学
雑
誌
』
六
二
巻
一
号
、
一
九
五
三
年 

 
 

(

〒2
5

2
-0

2
4

2
 

相
模
原
市
中
央
区
横
山
２─

14─

６) 


